
や労災保険指定医療

多くの労災保険

など

　労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、
病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給
付（業務災害の場合）、複数事業労働者療養給付
（複数業務要因災害の場合）または療養給付（通勤
災害の場合）が支給されます。

療養（補償）等給付には、 「療養の給付」 と 「療養の費用の支給」 とがあります。

等

治ゆ

治ゆ

等給付を支給しない

「治ゆ」とは

こととなっています。

治ゆする 治ゆ等


